
深浦町各種支援制度一覧表

深　　浦　　町

令和７年４月

町が用意している各種支援制度をまとめましたので、ご活用ください。

対象者や支援内容につきましては、記載しきれていない部分もありますので、

それぞれ担当課等に問合せください。

問合せ電話番号 総 務 課 ：0173-74-2112 総合戦略課：0173-74-2122

町 民 課 ：0173-74-2115 福 祉 課 ：0173-74-2117

健康推進課：0173-82-0288 地域包括支援センター：0173-74-4421

農林水産課：0173-74-4411 観 光 課 ：0173-74-4412

建設水道課：0173-74-4413 教育委員会：0173-74-4419
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1 災害見舞金交付事業 ○

火災又は暴風、豪
雨、地震その他の
異常な自然現象
による災害によ
り、住家について
被害を受けた者

災害見舞金

【火災等】
　全焼　100千円ほか
【自然災害】
　全壊　100千円ほか

200 総務課

2
被災者生活再建支援金支給事
業

○

【限定】
令和4年8月の大
雨等により被害
を受けた世帯

生活再建支援金
複数世帯300千円
単身世帯225千円

0 総務課

3 特定空家解体費補助事業 ○
特定空家の所有
者等

特定空家の解体費用
対象経費の1/2、上限
300千円

600 総務課

4
準特定空家解体費補助事業
（準特定空家とは特定空家以外
の空き家）

○
準特定空家の所
有者等

準特定空家の解体費用
対象経費の1/3、上限
300千円

3,000 総務課

5
消防団員準中型自動車運転免
許取得事業費補助金交付事業

○

車両総重量3.5ト
ン以上の消防車
両の運転に必要
な準中型自動車
運転免許を取得
する消防団員

免許取得に要する経費
2分の1
上限100千円

200 総務課

6 移住支援金 ○

住民票を移す直
前の１０年間のう
ち、通算５年以上
東京２３区内に在
住ほか

青森県と共同して行う深
浦町移住支援事業におい
て、東京圏（埼玉県、千葉
県、東京都及び神奈川県
をいう。以下同じ。）から
深浦町に移住した者が、
移住支援金の支給要件を
満たした場合に、予算の
範囲内において移住支援
金を交付

世帯の場合１００万円、
単身の場合６０万円
１８歳未満の者一人につ
き、令和４年４月１日以
降に転入した場合は３０
万円、令和５年４月１日
以降に転入した場合は
１００万円を加算

3,000 総合戦略課

7
空き家バンク物件登録推進奨
励金

○ ○
空き家バンクに物
件登録した空き
家の所有者

五所川原圏域空き家バン
ク等への空き家の登録を
促進することを目的

登録物件１件につき５万
円

500 総合戦略課

【リフォーム等補助金】
空き家バンクに登録され
た物件１年以内に、建物の
増改築又は修繕を行った
購入者、賃借者

対象経費の２分の１以
内で３０万円を上限と
する

900

【家財等処分補助金】
空き家バンクに登録され
た物件　家財等を片付け
た所有者等

対象経費の実費相当
上限５万円

150

9 地域の魅力向上支援事業 ○
町内の住民グ
ループなど

地域活性化につながる公
益的な事業実施に必要な
経費

対象経費の4/5、上限
500千円

500 総合戦略課

10
資格取得支援事業費補助金交
付事業

○ ○
深浦町に住所を
有する75歳未満
の方

仕事や就職に役立つ資格
や免許を取得するために
要した経費

対象経費の1/2、上限
100千円

500 総合戦略課

【新築、購入】
新築工事又は購入費の
25％、上限500千円

1,500

【リフォーム】

リフォーム経費の5％、
上限100千円
（建設水道課所管リ
フォーム補助金に上乗
せ）

500

12 民間住宅家賃補助 ○ ○ ○
新婚世帯、子育て
世帯及び移住世
帯の世帯主

新婚世帯、子育て世帯及
び移住世帯が民間住宅を
賃貸して入居する費用の
一部補助

家賃から住宅手当を控
除した額の1/2又は
1/3
上限：新婚世帯及び移
住者15千円/月、子育
て世帯25千円/月

1,440 総合戦略課

13
若年者等雇用促進奨励金交付
事業

○ ○

若年者又は新卒
者等を常用労働
者として雇用した
事業主

若年者又は新卒者等を雇
用した時の人件費等

若年者等労働者1人に
つき、年額200千円と
し、その者が新卒者の
場合は、100千円加算
若年者等以外の労働者
1人につき、年額100千
円

2,400 総合戦略課

14
あおもりマッチングシステム「Ａ
I（あい）であう」利用登録料助
成券交付事業

○ ○ ○

あおもりマッチン
グシステム「ＡI
（あい）であ
う」に新規で利用
登録する見込み
の町民

あおもりマッチングシステ
ム「ＡI（あい）であう」利用
登録料

あおもりマッチングシス
テム「ＡI（あい）であう」
の利用登録料
上限10千円

100 総合戦略課

15
高齢者運転免許証自主返納支
援事業

○
満年齢７０歳以上
の運転免許証を
自主返納した者

運転経歴証明書の交付手
数料及び申請に伴う写真
代金を補助

運転経歴証明書交付手
数料1,100円
証明写真代1，000円

42 町民課

16
生ごみ処理機器購入費補助金
交付事業

○
町内在住の生ご
み処理機器購入
者

生ごみ処理機器購入費用

【生ごみ処理容器】
　購入費の1/2
【電動式生ごみ処理機】
　購入費の1/3
　上限30千円

50 町民課

（単位：千円）

○

担当課等

区　　　分

○ ○

R7予算額

総合戦略課

NO 事　　業　　名 対象者
支援内容

（対象経費）
支援額

補助率等

○ ○ 総合戦略課

8
空き家バンク利活用促進事業
補助金

五所川原圏域空
き家バンク等を
利用して町に移
住・定住を希望す
る者

11 若者等住宅整備支援補助金

若者等世帯（婚姻
5年以内又は18
歳以下の子ども
と同居）、移住世
帯
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17
自転車用ヘルメット購入費補助
事業

○ ○ ○
児童（18歳以下）
及び高齢者（65
歳以上）

ヘルメット購入費用
購入費の1/2
上限3千円

60 町民課

18 子ども医療費給付事業 ○ ○

深浦町に住所を
有する満１８歳以
下の者（18歳に
達した日以後の
最初の３月３１日
までの者）

医療保険各法の規定によ
り被保険者等が負担する
こととなる費用相当を支
援

医療保険各法の規定に
より被保険者等が負担
することとなる費用相
当額

15,600 福祉課

19 出産祝金支給事業 ○ ○

出生後最初の住
民基本台帳の登
録が深浦町であ
る者の父又は母

出産祝い金 １人につき１０0千円 1,800 福祉課

20 高齢者交通安全杖支給事業 ○ ○
町に住所を有す
る65歳以上の者

交通安全用の杖を支給 交通安全杖支給 0 福祉課

21
緊急通報装置等(福祉安心電
話)貸与事業

○ ○
ひとり暮らし老人
等

緊急通報装置を貸与 緊急通報装置を貸与
社会福祉協議会

に委託
福祉課

22 長寿百歳祝金等支給事業 ○

百歳に達した日
まで、引き続き深
浦町に２０年以上
住所を有してい
る者

100歳祝金
祝金等の支給額は、１０
0千円以内の範囲内で、
町長が別に定める

700 福祉課

23 敬老祝金支給事業 ○

深浦町に引き続
き１箇年以上居住
し、当該年度中に
８８歳に到達する
高齢者

88歳祝金 10千円 1,160 福祉課

24
障害者日常生活用具給付等事
業

○ ○ 障害者等
障害者等に対し、日常生
活用具を給付又は貸与

各種介護・訓練支援用
具等（一部自己負担）

3,200 福祉課

25
障害者自動車改造費用等助成
事業

○ ○

自ら所有し運転す
る自動車の一部
を改造する、自動
車運転免許取得
する障害者手帳
の交付を受けて
いる者

自動車改造費用、自動車
運転免許取得費用

１０0千円を上限 100 福祉課

26 長期不就労者等支援事業 ○ ○

町内に住所を有
するおおむね１８
歳以上６０歳未満
の者で、６月以上
家庭内にとど
まっている者

対象者の就労訓練を受け
入れる協力事業所への委
託経費

就労訓練に係る費用の
２分の１を協力事業所に
対して支払う

130 福祉課

27
保育所等副食費無償化事業費
補助金

○ 保育所等

保護者が負担すべき特定
教育・保育施設において
提供されるおかず・おやつ
の実費相当

対象経費の全額
（1人当たり月額4,800
円）

1,498 福祉課

28 不妊治療費助成事業 ○ ○

医療保険適用と
なっている一般
不妊治療を行っ
ている者

医療保険適用となってい
る一般不妊治療の費用

対象経費全額 100 健康推進課

29
周産期母子医療センター入院
児面会支援助成事業

○ ○

ＮＩＣＵ（新生児特
定集中治療室）ま
たはＧＣＵ（新生
児治療回復室）に
入院している新
生児をもつ産婦

ＮＩＣＵ（新生児特定集中
治療室）またはＧＣＵ（新
生児治療回復室）に入院し
ている新生児をもつ産婦
がＮＩＣＵ又はＧＣＵに入院
する新生児に面会するた
めに負担した交通費及び
宿泊費

対象経費全額
40 健康推進課

30 妊婦歯科健康診査費助成事業 ○ ○
町内に住所を有
する妊娠１２週か
ら２７週の妊婦

対象者が受診した歯科健
診経費

助成対象経費の実支出
額と５千円のいずれか
低い額

50 健康推進課

31
風しん予防接種費用等助成事
業

○ ○

町内に住所を有
する妊娠を予定
又は希望してい
る者等

風しん抗体検査及び予防
接種の費用

抗体検査は５千円を上
限、予防接種は９千円を
それぞれ上限に助成

28 健康推進課

32
乳幼児健康診査費の助成費
（集団健診）

○ ○
町が実施する乳
幼児健診の対象
児

R7年度からは、集団健康
診査として深浦診療所に
支払う委託料
（R2年度～R６年度は、個
別健康診査で、委託医療
機関へ支払った）

対象経費全額 320 健康推進課

33 新生児聴覚検査事業 ○ ○

新生児聴覚スク
リーニング検査を
受けた新生児の
保護者

委託医療機関が行った検
査費用
→支払先は委託医療機関

自動ＡＢＲ　１回につき
８,５００円、ＯＡＥ　１回
につき５,０００円を上限

90 健康推進課

34
子どものインフルエンザ任意予
防接種助成事業

○ ○
町内に住所を有
する生後６月以上
１３歳未満の者

インフルエンザ任意予防
接種経費

年度内において、１人１
回に限り２，５００円を
上限

250 健康推進課

35
おたふくかぜ予防接種助成事
業

○ ○
町内に住所を有
する１歳～３歳未
満の者

おたふくかぜ予防接種経
費

１人１回に限り５，０００
円を上限

100 健康推進課
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36 予防接種事業 ○ 37,400 健康推進課

37 妊婦のための支援給付事業 ○ ○ 妊娠している者
妊婦給付認定を受けた
者に50千円、胎児の数
を届出た者に50千円

1,500 健康推進課

38
禁煙外来治療費助成金交付事
業

○

医療機関の禁煙
外来において禁
煙治療を完了し
た者

禁煙治療に要した経費の
うち本人負担額

対象経費の1/2
上限30千円

60 健康推進課

39
がん検診初回精密検査費助成
事業

○

町が行う胃・大
腸・肺・乳・子宮頸
がん検診におい
て「要精密検査」
となった者（当町
では年齢制限な
し）

初回精密検査費用

胃がん　 1人上限
　　　　　　　　5,000円
大腸がん1人上限
　　　　　　　　6,000円
肺がん　 1人上限
　　　　　　　　6,000円
乳がん　 1人上限
　　　　　　　　4,000円
子宮頸がん
　　　　　 1人上限
　　　　　　　　3,000円

1,200 健康推進課

40 未熟児養育医療給付事業 ○ ○

未熟児であって、
医師が入院養育
を必要と認めた
もの

入院を要する医療費 対象経費全額 200 健康推進課

41 妊婦健診アクセス支援事業 ○ ○

住所地から妊婦
健診が実施可能
な産科医療機関
等まで概ね60分
以上の移動時間
を要する妊婦

住所地から妊婦健診が実
施可能な産科医療機関等
までの移動に要した費用
（往復分）

助成対象経費の8/10 566 健康推進課

42
妊婦分娩取扱施設アクセス支
援事業

○ ○

住所地から最も
近い分娩取扱施
設まで概ね60分
以上の移動時間
を要する妊婦

住所地から最も近い分娩
取扱施設まで往復するた
めに要した費用

助成対象経費の8/10 65 健康推進課

43
妊産婦及び乳児一般健康診査
助成事業

○ ○
町内に住所を有
する妊婦、産婦、
乳児の保護者

委託医療機関が行った検
査費用
→支払先は委託医療機関

検査項目毎に規定 2,331 健康推進課

44
妊産婦及び乳児一般健康診査
精密検査費用の助成

○ ○

受診医療機関で
精密検査を要す
ると判断された
妊婦、乳児

委託医療機関が行った検
査費用
→支払先は委託医療機関

医療機関が行った精密
検査費用のうち、保険
適用後の本人負担額

10 健康推進課

45
乳幼児健康診査の助成費
（個別健診）

○ ○
町が実施する乳
幼児健診の対象
児

町が実施する集団健康診
査日に何らかの事情で受
診できなかった児に対し
て医療機関で個別受診し
支払う費用

対象経費の全額 66 健康推進課

46
乳幼児健康診査精密検査費用
の助成

○ ○

町が実施する集
団健康診査を受
診した乳幼児で、
精密検査を要す
る児

医療機関が行った精密検
査に要した費用のうち、保
険適用後の本人負担額

対象経費の全額 40 健康推進課

47 乳幼児発達精密健康診査 ○ ○

乳幼児健康診査
で、精密健康診査
が必要と判断さ
れた児、家庭およ
び保育現場等で、
理解・情緒面等で
問題を感じ、児の
より良い発育発
達支援のために、
精密健康診査が
必要と判断され
た児

公認心理士による検査及
び保護者への養育につい
ての助言に係る費用

対象経費の全額
（検査費用無料
自己負担なし）

84 健康推進課

接種項目毎に規定
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48 各種成人健(検)診の無料化 ○

①特定健診
国保40～74歳
②後期高齢者健
康診査
後期高齢者医療
加入者
③生活保護受給
者の健康診査
40歳以上
④胃がん検診
40歳以上
⑤肺がん検診
40歳以上
⑥大腸がん検診
40歳以上
⑦子宮頸がん検
診
20歳以上（女性）
⑧乳がん検診
40歳以上（女性）
⑨骨密度検診
40・45・50・55
60・65・70歳
（女性）
⑩肝炎ウイルス検
査
40・45・50・55
60・65・70歳

各種健(検)診費用

①特定健診
集団健診9,977円
個別健診7,150円～
10,483円
②後期高齢者健康診査
集団健診9,757円
個別健診6,930円～
10,263円
③生活保護受給者の健
康診査
集団健診9,757円～
9,977円
個別健診6,930円～
10,483円
④胃がん検診
8,800円
⑤肺がん検診
825円～2,475円
⑥大腸がん検診
1,870円
⑦子宮頸がん検診
集団検診5,500円
個別検診8,５３６円
⑧乳がん検診
集団検診3,960円～
5,500円
個別検診７,２８２円～
7,３９２円
⑨骨密度検診
2,200円
⑩肝炎ウイルス検査
990円～1,650円

30,665 健康推進課

49
がん患者補整具購入費助成事
業

○

がん治療による
脱毛、乳房切除等
により補整具を
購入した者

ウィッグ等や乳房補整具
の購入費用

助成対象経費の1/2
（上限30千円）

180 健康推進課

50 中学生生活習慣病予防健診 ○ ○

町内に住所を有
する、当該年度の
中学2年生のう
ち、同意を得られ
た者

血液検査に要する費用
→支払先は委託医療機関

１人　7,502円 271 健康推進課

51
骨髄移植ドナー支援事業助成
金交付

○

骨髄又は末梢血
管細胞提供者（以
下ドナーという）
となった者及び
その者が勤務す
る事業所

ドナー ：骨 髄等の提供に
要した日数に１日当たり２
０千円とする
事業所 : ﾄﾞﾅｰ休暇制度を
有する事業所に対し、ド
ナーが取得した場合1日
当たり1０千円とする

ドナー ：２０千円×７日
間を上限とする
事業所 :１０千円×ド
ナー
休暇制度を取得した日
数７日間を上限とする

105 健康推進課

52 歯周疾患検診事業 ○

当該年度内に
20、30、40、
50、60、70歳
に達する者

委託医療機関で検診を受
診した者が負担する費用
→支払先は委託医療機関

1人　5,000円 200 健康推進課

53 禁煙チャレンジ事業 ○

町内に住所を有
する20歳から
74歳までの喫煙
者

保健師との面談及び禁煙
補助薬の使用等により禁
煙支援を行う

1人当たり24千円のニ
コチンパッチ

72 健康推進課

54
生きがい活動支援通所事業（保

険外デイサービス）
○

おおむね６５歳以
上の介護保険要
介護（要支援）相
当の要援護高齢
者で通所による
介護予防・生活指
導が必要とされ
る者

通所（週１回を限度）によ
る日常生活に対する次の
指導及び支援を行い要介
護状態等の進行を予防す
る。
①入浴サービス
②給食サービス
③生活管理指導
④日常生活動作訓練
⑤送迎

１日当たり3,300円を
助成
（本人負担は1日当たり
1,500円）

159
地域包括支援

センター

55
地域生活自立支援（配食サービ
ス）事業

○

在宅の高齢者（お
おむね６５歳以上
で単身または高
齢者のみ世帯等）
で調理が困難な
者で配食サービ
スにより自立した
生活を継続する
ことができると
認めた者

栄養改善が必要な高齢者
に対し、定期的な訪問をし
て食事を提供するととも
に安否確認を行う。
経費については、委託契
約事業者に対して利用者
の自己負担額を除く額を
助成

配食１食当たり９００円
の内利用者負担３００円
を除く６００円を助成

576
地域包括支援

センター

56 外出支援サービス事業 ○

町内の介護事業
所であって介護
輸送（自家用有償
運送許可車両）を
実施している者
（通院等乗降介助
を実施している
事業所）

深浦町に居住する要支
援・要介護者や身体障害
者が、一般の交通機関を
利用して通院が困難な方
に対して、移送車両により
利用者と医療機関などの
間を有償送迎し外出支援
を行う

1事業所当たり
160,000円を車両整
備等の運営経費として
補助している。

160
地域包括支援

センター
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57
生活管理指導短期宿泊（保険外
ショートステイ）事業

○

介護保険要介護
（要支援）相当の
者で生活習慣の
指導を受けると
ともに体調調整
を図る必要があ
るおおむね６５歳
以上の高齢者

社会適応が困難な高齢者
に対し、短期間の宿泊に
より日常生活の支援を行
い、要介護状態の進行を
予防する。
経費については、委託契
約事業者に対して利用者
の自己負担額を除く額を
助成

１日当たり6,640円の
利用料の内3,040円を
助成（1か月当たり最長
14日）

43
地域包括支援

センター

58
高齢者等の生活支援（保険外生
活援助サービス：訪問介護）事
業

○

在宅の高齢者（お
おむね６５歳以上
で単身または高
齢者のみ世帯等）
であって日常生
活の援助が必要
な者

自立した生活の継続と要
介護状態等への進行等を
防止するため、軽度な日
常生活上の援助を行う。

1日当たり2,100円の
助成
（本人負担は1時間当た
り900円）

51
地域包括支援

センター

59
徘徊高齢者家族支援サービス
事業

○ ○

町内に住所を有
する在宅の高齢
者で65歳以上の
高齢者（40歳以
上65歳未満で介
護保険法の規定
による特定疾病
に該当するもの
も含む）で、認知
症による徘徊の
ため、利用が必要
と認められる者

受発信装置による位置検
索システムを活用し、在宅
の認知症の方で徘徊して
いる高齢者の安全確保と
家族が安心して介護でき
るようにする。
経費については、位置検
索システムの初期登録料
及び6か月までの基本使
用料を助成

一人当たりの上限額
30,000円

60
地域包括支援

センター

60 その他生活支援サービス事業 ○ ○

介護保険認定区
分における要支
援1・2及び総合
事業対象者

栄養改善を目的とした配
食と安否確認を組み合わ
せ生活支援を図る

1食当たり600円を助
成

2,880
地域包括支援

センター

61 家族介護用品支給事業 ○ ○

介護保険要介護
４・５の高齢者を
在宅で介護して
いる家族

介護保険要介護４・５の高
齢者を在宅で介護してい
る家族に対して、紙おむ
つ・介護パンツ・尿取り
パッドを現物給付してい
る。

年額36,000円を上限
に対象となる介護用品
を現物給付している。
ただし、家族介護者交
流会事業による助成を
受けている場合は、合
算して36,000円を超
えない範囲での助成と
なる。

252
地域包括支援

センター

62 家族介護者交流事業 ○ ○

深浦町に住所を
有する要援護状
態にある者を在
宅で介護する深
浦町に住所を有
する家族

要介護状態にある高齢者
を介護する家族を対象
に、一時的に介護から開
放させ、心身の疲労を癒
すとともに、介護する者動
詞の交流を図ることによ
り、介護者の心身のリフ
レッシュを図る

交流会の費用として1
人当たり年額25,000
円。

299
地域包括支援

センター

63 成年後見制度利用支援事業 ○ ○

成年後見が必要
であるものの、身
寄りがない等の
理由で親族申立
てが困難な者

成年後見が必要であるも
のの、身寄りがない等の
理由で親族申立てが困難
な者に対し、親族に代わり
町長申立てを行うことで
成年後見制度の利用がで
きるようにする。
経費については、申立て
に関する費用や成年後見
人等への報酬助成

成年後見人等報酬月
20,000円×12か月
付加報酬分（死後事務
等）150,000円

2,887
地域包括支援

センター

64 福祉用具・住宅改修支援事業 ○

居宅介護支援等
を受けていない
方で、福祉用具・
住宅改修に関す
る相談・情報提
供・連絡調整等の
実施や助言、住宅
改修費の支給申
請書類の作成支
援を必要とする
者

福祉用具・住宅改修に関
する相談・情報提供・連絡
調整等の実施や助言、住
宅改修費の支給申請書類
の作成支援と経費の助成
（居宅介護支援等を受け
ていない場合が対象）

1件につき3,000円 15
地域包括支援

センター

65
パイプハウス施設設置事業補助
金

○

施設野菜等高収
益作目を取り入
れた複合経営に
意欲ある農業者
等

パイプハウス設置費
1人当たりの補助対象面
積は、原則として20アー
ルまで

10アール当たり3,５
00千円又は事業費の3
分の2以内のいずれか
低い額

875 農林水産課
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66
新規就農者育成総合対策経営
開始資金交付事業

○
青年等就農計画
等の承認を受け
た者(49歳以下）

次世代を担う農業者の新
規就農を支援

150万円/年を最長3
年間

5,250 農林水産課

67
新規就農者経営確立資金交付
事業

○

国支援金である
新規就農者育成
総合対策経営開
始資金の交付が
終了した者

経営開始資金の３年間の
交付が終了した者を対象
に、最長２年間、町単事業
として経営確立に向けた
支援金を支給

新規就農後
４年目100万円
５年目50万円

2,000 農林水産課

68 土壌分析診断補助金 ○

農作物を作付け
する耕作地の土
壌分析を行った
者

土壌分析機関で行った土
壌分析診断費用

1検体あたり1,000円 100 農林水産課

69 収入保険加入促進助成金 ○
農業経営収入保
険に新規加入し
た農業経営体

農業経営収入保険に新規
で加入する際の掛金の一
部を助成

掛捨保険料の20％
上限５万円

94 農林水産課

70 水稲病害虫航空防除助成金 ○
深浦町航空防除
組合

ラジコンヘリによる薬剤
散布に対する補助

150円/10a 250 農林水産課

71 深浦町再造林推進事業補助金 ○

青森県民有林野
造林補助金交付
要綱等の規定に
基づき県補助事
業として町内にお
いて実施する再
造林及び再造林
地の保育事業を
行う者

青森県民有林野造林補助
金交付要綱等の規定によ
り定められた①再造林、
及び②再造林地の保育に
要する標準経費（森林経
営計画の認定が条件）

①標準経費の100分の
20以内
②標準経費の100分の
10以内

1,100 農林水産課

72
深浦町林業経営体育成事業補
助金

○

町内に事業所を
有する日本標準
産業分類に規定
する林業を営む
者。
ただし、右の①②
については、起業
又は新規参入し
た日から起算して
３年以内の者。

①雇用支援事業
林業従事者の常用雇用に
係る経費

②高性能林業機械等導入
支援事業
高性能林業機械等を導入
するための購入費、又は
当該年度内に支払った
リース料

③資格取得支援事業
従業員に資格を取得させ
るための経費

①雇用支援事業
年750千円/人、１事業
者2名まで。

②高性能林業機械等導
入支援事業
購入の場合は補助率
3/10、上限2,000千
円以内。リースの場合は
１年度内の補助率
3/10、１リース契約の
上限額2,000千円

③資格取得支援事業
１回につき50千円/人

3,856 農林水産課

73
新生児に対する木のおもちゃ
贈呈事業

○ ○
令和6年4月1日
以降に生まれた
者

深浦町産材を使用して町
内又は町外の事業者が製
作する木のおもちゃ

現物（木のおもちゃ）贈
呈

165 農林水産課

74 狩猟免許取得費助成金 ○ ○
狩猟免許取得希
望者

①狩猟免許取得にかかる
費用
②銃砲所持許可取得にか
かる費用

①②のいずれも定額補
助

168 農林水産課

75 銃器購入費助成金 ○ ○ 狩猟免許取得者 銃器購入費
対象経費の２/3（上限
25万円）：申請は１回限
り

500 農林水産課

76 罠器材購入費助成金 ○ ○ 狩猟免許取得者
罠器材購入費及び罠製作
のための器材購入費

対象経費の2/3（上限３
万円）

300 農林水産課

77 有害鳥獣捕獲報償金 ○ ○
狩猟免許を有す
る捕獲従事者

サル捕獲にかかる報償金

22,000円／頭
※このほか、鳥獣被害
防止対策協議会より
8,000円／頭・成獣、
1,000円／頭・幼獣

1,870 農林水産課

78
深浦町緑化推進補助金
（間接補助金）

○
深浦町緑化推進
委員会

深浦町緑化推進委員会を
通して町内各種団が実施
する花壇整備等の緑化推
進活動に補助

25,000円以内/１団体 300 農林水産課

79 産業振興事業補助金交付事業 ○

・農業協同組合
・森林組合
・漁業協同組合
・商工会
・その他農林水産
業及び商工業に
関する諸団体

農林水産業及び商工業の
振興発展を図る事業

7/10以内 0
農林水産課

観光課

80
事業活動応援資金保証料補給
金交付事業

○

町内に住所又は
主な事業所を有
する中小企業者
（1年以上営業）

融資に係る保証料
信用保証料を町が全額
補助

1,500 観光課

81
深浦町経営安定化サポート資
金保証料補助金

○
町内に住所又は
主な事業所を有
する中小企業者

融資に係る保証料
信用保証料を町が全額
補助

No.80と同じ
予算範囲

観光課

82
深浦町「青森新時代」への架け
橋資金保証料補助金

○

町内に住所又は
主な事業所を有
する中小企業者
（創業5年未満）

融資に係る保証料
県による保証料の３
０％補給後の全額を補
助

No.80と同じ
予算範囲

観光課
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83 深浦町創業支援事業費補助金 ○ ○

町に店舗または
事業所を設置し
ようとする者。ま
たは現在の事業
を継続しつつ、新
分野の事業を開
始する者。

事業認定日から12か月経
過するまでの経費

上限1,500千円
補助率　3/4

1,500 観光課

84
深浦町小規模事業者持続化補
助金

○

町内に住所を有
し、国の小規模事
業者補助金の確
定通知を受けた
事業者

国の小規模事業者補助金
の額を除いた自己負担分
の経費

100千円
補助率　2/3

200 観光課

85 深浦町販路拡大支援助成金 ○

町内の住所を有
し、大規模展示会
への参加希望す
る事業者

商談会に係る出展費用
上限350千円
対象経費の70％

700 観光課

86 深浦町特産品開発支援補助金 ○

町内に住所を有
し、特産品の開発
及び販売を継続
して行うことがで
きる事業者

特産品の開発、改良に係
る費用

300千円
対象経費の1/2

300 観光課

【リフォーム工事】
工事費の10％
上限200千円

【下水道接続工事】
工事費の40％
上限250千円

88
合併処理浄化槽設置整備事業
費補助金交付事業

○ ○
合併処理浄化槽
を設置する者

合併処理浄化槽設置経費
5人槽　352千円
7人槽　441千円
10人槽　588千円

8,197 建設水道課

89 高等教育修学支援資金貸与 ○
町に引き続き6月
以上居住してい
る者の子

高等教育に励み、より高
度な教育技術の練成に勉
める者を支援

【貸与】
月額4万円以内

基金運用 教育課

小学校の支給対象費用
ごと支給限度額

904

中学校の支給対象費用
ごと支給限度額

1,672

91
高等学校等通学支援金交付事
業

○

町内に住所を有
し、かつ、高等学
校等に在学して
いる満20歳以下
の高校生等

通学費及びその他就学に
伴う経費

年額30千円 3,090 教育課

【小・中学校体育奨励費】
学校行事大会派遣等

対象経費の50％～
100％

800

【スポーツ振興費】
町内スポーツ団体県外大
会等

対象経費の50％～
70％

400

計（重複あり） 24 12 28 31 23 15 9 167,296

○

92
小・中学校体育奨励費及びス
ポーツ振興費補助金交付事業

○
大会派遣するス
ポーツ団体等

支給対象費用として新入
学準備金、新入学学用品
費、学用品費、通学用品
費、修学旅行費、学校給食
費

建設水道課

教育課

教育課

87 住環境リフォーム推進事業
町内に住所を有
する住宅の所有
者及び居住者

90 就学援助費支給事業

経済的理由に
よって、就学困難
と認められる児
童及び生徒の保
護者

8,000○ ○

－　7　－


